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Ⅰ.　は じ め に

　大気汚染は酸性雨や光化学スモッグの原因となり，人体にも悪影響を及ぼし大きな問題となっ

ている。その原因となるのが，主として車の排気ガスなどにより発生する窒素酸化物（主として

NO2）や，主に工場の煙から発生する硫黄酸化物（主としてSO2）である。最近ではSO2は減少

傾向にあるが，NO2の発生量はほぼ横ばいで依然として多い1）。

　東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林田無試験地（以下，田無試験地）は，住宅地，

幹線道路，緑地（東京大学附属農場）等に囲まれた海抜60 mのほぼ平坦な面積9.12 haの貴重な

都市林である。樹林は気候を緩和し大気汚染を軽減するとされ，実際田無試験地においても周囲

よりも低温高湿であること2）や内部ほどオゾン濃度が漸減する効果がある3）ことが報告されてい

＊1 東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林田無試験地
　　Experimental Station at Tanashi, The University Forests, Graduate School of Agricultural and Life
　　Sciences, The University of Tokyo
＊2 森のボランティア
　　　Forest Volunteers
＊3 現所属：東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林秩父演習林
　　University Forest in Chichibu, The University Forests, Graduate School of Agricultural and
　　Life Sciences, The University of Tokyo
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る。田無試験地としても，大気汚染に対する都市樹林の効果を調べるためボランティア団体（名

称，森のボランティア）と協力して，1993年から田無試験地内外のNO2濃度の測定を行っている。

　今回これらの測定データをとりまとめ，（1）田無試験地内と田無試験地外（付近の緑地，幹線

道路，生活道路，住宅地）におけるNO2濃度とその季節変化，経年変化，（2）田無試験地内での

場所および測定高による違いを明らかにし，樹林がNO2濃度に対してどのような効果を及ぼして

いるかを解析したので報告する。

Ⅱ.　測定法と測定地点

1）測定法

　NO2の測定は天谷式簡易測定法により4）5），月１回行った。具体的な測定手順は以下のとおり

である。まず捕集液（トリエタノールアミン50％液1L中にフェノールフタレイン0.1 g添加）を

染み込ませた長さ4.4 cm，幅2 cmのクロマトグラフィー用ろ紙№50（東洋濾紙）を入れた透明

ポリスチロール製の小型捕集管（直径1.4 cm，深さ4 cm）を口を真下に向け取り付け，24時間

後に回収し発色用のザルツマン試薬（リン酸30 mL，スルファニル酸5 g，N-1-ナフチルエチレ

ンジアミン二塩酸塩50 mgを蒸留水に溶かして1Lとする）を5 mL入れ，20分後にスポイトで液

を吸い上げ簡易比色計（アグネ技術センター製　ARC-N4型）を用い吸光度を示す数値（電流値，

μA）を読み取った。次にNO2量（μg）と比色計の数値との関係を示す検量線（アグネ技術セ

ンター作成　亜硝酸イオンと吸光度との関係をあらかじめ標準液を用いて測定したグラフ）によ

りNO2量（μg）を求めた。次に，大気汚染測定運動東京連絡会長藤田敏夫氏作成の換算表（1995

年５月までは1994年12月作成の換算表を，1995年６月以降は1995年６月作成の換算表）を用いて

大気中のNO2濃度（ppm）に換算した。この換算表は大気汚染測定運動東京連絡会が年に２回（６，

12月）に行っている全都NO2一斉測定の際に，東京都の30ヶ所の自動測定局に同時に捕集管を取

り付けることにより調べた捕集管の数値（μg）と自動測定局の日平均NO2濃度（ppm）の関係

に基づいて，捕集管の数値を日平均NO2濃度に換算するための係数を示したものである。

2）測定地点

　田無試験地外のNO2濃度測定地点を図‒１に，田無試験地内のNO2濃度測定地点を図‒２に示す。

田無試験地外は緑地（東京大学附属農場，西原自然公園，西東京市保全林等），幹線道路（所沢

街道，新青梅街道，所沢街道と新青梅街道の交差点），生活道路（六角地蔵通り，谷戸新道等），

住宅地（ひばりが丘団地等）の４グループに分け，緑地11地点，幹線道路18地点，生活道路14地

点，住宅地12地点，田無試験地内24地点の計79地点について測定した。今回はその中で田無試験

地外は測定期間と位置的なバランスを考慮し37地点（緑地９地点，幹線道路13地点，生活道路７

地点，住宅地８地点），田無試験地内は測定期間の短い地点を除く16地点（表‒１）の計53地点を
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選び1995年～2003年までの測定結果をまとめた（付表‒１）。

3）測定高の違いによる比較

　測定はヒノキモデル林分（植栽間隔1 mの閉鎖林（樹高15 m，枝下高11 m）内の１地点），コ

ナラモデル林分（植栽間隔1 mの閉鎖林（樹高21 m，枝下高7 m）内の１地点），天然生ヒノキ

植栽林（植栽間隔2 mの閉鎖林（樹高15 m，枝下高10 m）内の３地点）の計５地点について行い，

測定高はコナラモデル林分，天然生ヒノキ植栽林については0.5 m，1.5 m，5.0 m，7.0 mの４個所，

ヒノキモデル林分については0.5 m，1.5 mの２個所について比較を行い，1998年～2003年までの

測定結果についてまとめた（付表‒２）。

Ⅲ.　測 定 結 果

1）グループ間の比較

　各地点のNO2濃度の1995～2003年の平均値を図‒３に，年平均NO2濃度を表‒２に示す。幹線道

路が高い数値を示し，解析地点の平均は0.052 ppmで，特に所沢街道と新青梅街道とが交差する

北原交差点付近の幹線道路１，線道路幹６では９年間の平均で0.06 ppmを超えていた。また，所

沢街道沿いの田無試験地正門（幹線道路９）は0.039 ppmと他の地点に比べかなり低い数値であ

った。生活道路は幹線道路ほど数値は高くなく，またグループ内のばらつきも少なく平均で

0.041 ppmであり，緑地と住宅地は平均がともに0.035 ppmでグループ内の差も少なく，比較的近

い傾向にあった。また，田無試験地内が最も低く平均で0.028 ppmであった。

　NO2に係る環境基準値（１時間値の１日平均値が0.04 ppmから0.06 ppmまでのゾーン内又はそ

れ以下であること）による長期的評価は，年間における１日平均値の低いほうから数えて98％に

あたる値と環境基準値を比較して行う1）ことから，各地点の各年の最高値（表‒３）を環境基準

値と比較した。それによると，幹線道路では田無試験地正門（幹線道路９）を除いた全ての地点

でほぼ毎年環境基準値の上限0.06 ppmを超え，その中でも北原交差点付近の幹線道路６で毎年

0.08～0.09 ppmの高い数値を示した。その他，生活道路，住宅地数地点で環境基準値の上限を超

えた年があったが，田無試験地，緑地では上限を超えた地点はなかった。

2）田無試験地内の比較

　田無試験地内の各地点の平均NO2濃度を図‒４に示す。田無試験地内は，測定地点間で大きな

数値の差はなかったが，その中でも自然林内が低いことが目立ち，自然林１で0.024 ppm，自然

林２で0.025 ppmであった。その他の地点では，メタセコイアモデル林分（0.031 ppm），アカマ

ツ疎林（0.032 ppm）などでやや高かったが，測定地点の環境の違いによる一定の傾向はみられ

なかった。
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3）季節変化および経年変化

　グループごとの月別平均NO2濃度を図‒５に，各グループの代表的な地点の月別平均NO2濃度

を図‒６に示す。各グループの平均NO2濃度の測定期間を通した変化を図‒７に示す。幹線道路で

は季節による変動が大きく，特に６月，９月が高い傾向にあった。田無試験地は季節による変動

は少ないものの８月から11月にかけやや低い数値を示した。しかし，グループ間で季節変化の明

瞭なパターンの差異は認められなかった。また，NO2濃度の経年変化を見ると，各グループとも

増減の傾向はなく，汚染の進行あるいは改善は認められなかった。

4）測定高による違い

　測定高によるNO2濃度の違いを図‒８に示す。各地点とも測定高で大きな数値の差はないものの，

測定高が高い方でNO2濃度がやや高い傾向にあった。また，測定高ごとの月別のNO2濃度平均値

を図‒９に示す。各地点とも高さによる季節変化の傾向に大きな差は認められなかった。

Ⅳ.　考　　　　　察

　東京都を区部と多摩部に分けNO2濃度を比較すると一般環境大気測定局の区部の平均NO2濃度

は多摩部の平均値に比べ高いという測定結果があるが6）7），田無試験地のある田無の測定局の

NO2濃度は多摩部の平均に近く，区部より低い。幹線道路，その他道路，道路以外の別で比較し

た測定結果8）によると，区部，多摩部ともに幹線道路が最も高く，その他道路，道路以外の順で

低くなっているが，今回まとめた調査結果も同様に幹線道路が最も高く，道路以外（田無試験地，

緑地，住宅地）で低く，その中でも田無試験地が最も低かった（図‒３）。緑地はNO2を含む汚染

ガスを吸収，吸着し大気を浄化する能力がある9）ことから，田無試験地内の樹林がNO2を吸収，

吸着，あるいは汚染源からの流入を遮断していることが原因と考えられる。都市部に隣接する森

林の林縁から森林内部に向かってNO2濃度が漸減する傾向があるという報告10）11）があるが，幹

線道路沿いでも田無試験地の正門付近の数値（幹線道路９）が他の幹線道路の地点に比べ低く，

田無試験地内の各地点ではさらに低い数値であった（図‒３）。その中でも大きな差はないものの

自然林内の２地点が他の地点に比べ低かったが，東大農場に隣接している位置的なこと，針葉樹，

広葉樹の混交する林で測定地点の周囲が高木を主とした密生林であることがNO2濃度に影響して

いるのではないかと思われる。以上のことから田無試験地の樹林が安定的にNO2の軽減に寄与し

ているのではないかと考えられた。

　季節変化についてみると，関東地方では初冬季（11～12月）に光化学反応によりNO2濃度が高

くなること12），NO2濃度は冬に極大に，夏に極小になること13）などの報告がある。今回の調査で

も全体に冬季にやや高くなる傾向があり，特に田無試験地ではその傾向が強かった（図‒５）。し

かし，幹線道路では夏場に高い傾向を示した。緑の多い地点ほど夏場にNO2の吸収，吸着や遮断
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が大きいことが影響していると思われる。
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図－5　グループごとの月別平均NO2濃度

注）1998～2003年のグループ別の各地点の毎回の数値の平均および標準偏差を表示
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図－6　各グループの代表地点の月別平均NO2濃度

注）1995～2003年の月別平均値および標準偏差を表示
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図－8　測定高によるNO2濃度の違い

注）1998～2003年の測定高別の平均NO2濃度および，標準偏差を表示
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図－9　測定高ごとの月別の平均NO2濃度

注）1998～2003年の月別平均値を表示
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� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �

� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

��������付表－1　つづき
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�

付
表
－
2　
測
定
高
の
違
い
に
よ
る
N
O
2濃
度
の
比
較


